
○事業概要（新規性、市場性等）
・製薬会社が新薬を販売するためには臨床試験を実施し、厚生労働省からの承認が必要である。

・特に花粉症薬の臨床試験は、花粉飛散期（年間２～３ヶ月）に限定される上毎年花粉飛散量が大き
く変動するために、数年に渡る期間と多くの費用が必要等の課題があった。
・この課題を本格的に解決するための花粉飛散室を千葉大学医学部附属病院に隣接して建設。
・高精度に制御された花粉濃度のもと季節を問わない国内最大最高規模の臨床試験が可能となる。
・効果的な花粉症薬等を早期提供するために花粉飛散室を活用することには大きなニーズが存在。
・本事業では千葉大学医学部附属病院による医療機関主導の試験を実施するために必要な花粉
飛散室の提供等を行なう。

コア企業：ウェザー・サービス㈱
（千葉県成田市）
・花粉飛散室運営管理

千葉大学医学部附属病院
・臨床試験実施ノウハウ
・花粉症臨床研究･疫学研究

プロジェクト統括

事業名： 花粉飛散設備によるアレルギー領域臨床試験サービスの事業化

臨床試験実施

地域 千葉県成田市 認定日 平成２０年１２月２４日 ３－２０－１２４

事業分類 サービス（医療・福祉） テーマ分類 検査・計測

連携体の構成
事業推進体制

・花粉飛散室運営管理

・情報システム開発運営

・営業･広報･宣伝

樹産業㈱
（千葉県我孫子市）
・花粉飛散室設計
・花粉飛散室の安全･維持・向上

飛散室設計・改良
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花粉飛散室


